
 完全週休２日制工事実施要領 

 

(目的) 

第１条 建設業界では、若手や女性技術者の確保・育成を中心とした将来の担い手確保が  

重要な課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。このため、

名古屋港管理組合では、企業や労働者の労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、

建設業の完全週休２日への更なる普及に向けて取り組むこととする。 

 

(対象工事) 

第２条 名古屋港管理組合の発注する競争入札に付す工事を対象とし、次の２種類とする。

ただし、公共建築工事費積算基準を適用する工事は除く。 

(1) 発注者指定型 

現場条件等によって工期延期が生じかねない不確定要素や数量増減要素が少なく、

完全週休２日の確保が可能な工事 

 

(2) 受注者希望型 

受注者自らが取り組むことにより、労働環境改善に向けた意識の向上を図るもの

で、発注者指定型以外の全ての工事を対象とする。ただし、完全週休２日の確保が

困難な次に掲げる工事は除く。 

イ  緊急的に土曜日又は日曜日に作業を行う必要がある工事 

ロ  地元調整等により当初から土曜日又は日曜日に作業を行う必要がある工事 

ハ  準備期間及び後片付け期間を除く対象期間において、現場施工期間が４週未満の

工事 

 

(完全週休２日の確保) 

第３条 完全週休２日の確保については、愛知県「完全週休２日制工事実施要領（令和２年

４月施行）」（以下「愛知県実施要領」という。）第３条に準じて実施するものとする。 

 

(取組内容) 

第４条 取組内容については、愛知県実施要領第４条に準じて実施するものとする。 

  



(工事成績評定) 

第５条 完全週休２日制工事の実施工事の工事成績評定は、名古屋港管理組合工事成績評

定要綱によるものとし、工事成績表の「５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫」（別紙参照）におい

て評価する。なお、評価の対象となる実施工事では、愛知県実施要領第５条に準じて実施

するものとする。 

 

(取組証の発行) 

第６条 前条の規定により工事成績評定において評価した場合は、監督員は、工事目的物の

引き渡し後、速やかに受注者に対して完全週休２日制工事取組証（様式１）を発行するも

のとする。 

 

 (週休２日の取得に要する費用の計上) 

第７条 週休２日の取得に要する費用の計上については、愛知県実施要領第７条に準じて

実施するものとする。 

 

(特記仕様書) 

第８条 特記仕様書については、「本工事は、完全週休２日制工事実施要領に記載する「完

全週休２日制工事」の対象工事とする。」と記載するものとする。 

 

(公表) 

第９条  発注者指定型の完全週休２日制工事の公表は、技術管理課にて実施する。 

 

附 則 

この要領は、平成 29年４月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、平成 31年６月１日以降に発注する競争入札に付す工事から適用する。 

附 則 

この要領は、令和元年８月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、令和３年３月１日から適用する。 

 

 

 

 



  



別紙１ 

工事成績評定の評価方法 

１ 「５．創意工夫 Ⅰ．創意工夫」において評価する。 

２ 満点の（100点）の内数とし、減点はなし。 

 

 



（様式１） 

年  月  日 

完全週休２日制工事取組証 

名称 

代表者名（契約の相手方）様 

 

工 事 名  

工 事 場 所  

契 約 締 結 年 月 日 年  月  日 

請 負 代 金 額  

 

金          円 

工 期 

 

着手    年  月  日 

完了    年  月  日 

完 了 年 月 日 年  月  日 

本 工 事 の 業 種  

完全週休２  日取得率※       ％ 

※ 完全週休２日制工事実施要領第５条に規定する完全週休２日取得率を記載する。 

 

名古屋港管理組合 ○○事務所長  印 

 

 


